
 1 / 3 

令和６年（2024年）10 月 24日 

午後２時 30 分～午後３時 30分 

於：高層棟４階 特別会議室 

行 政 経 営 部  企 画 財 政 室 

都 市 計 画 部  資 産 経 営 室 

 

令和６年度 第６回政策調整会議 

使用料・手数料及び自己負担金等の見直しについて 

 
 

 

 

 

 

 

１ 概要と経過 

使用料等については、受益と負担の公平性確保の観点から料金設定の適正化を図るた

め、基本方針に沿って、原則４年ごとに見直しを行うこととしております。本来であれ

ば、令和５年度（2023 年度）が見直し時期に当たりましたが、新型コロナウイルス感

染症により公共施設の一部閉館や利用人数の制限を行っていた令和４年度（2022 年度）

の実績を用いて使用料を算定することは適切ではないと判断したことから、見直し時期

を令和６年度（2024 年度）としました。 

また、従来は基本方針と使用料等を同一年度に見直すこととしておりましたが、使用

料等の見直し年度の前年度に基本方針を改定することとし、令和５年度には、使用料設

定の分かりやすさや施設の稼働率向上をねらいとした「施設の有効活用を促進する使用

料設定等」の項目を追加するなどの改定を行ったところです。 

今回、改定した基本方針に基づきコスト計算を行い、現行料金の 1.2 倍以上のものを

中心に改定します。 

併せて、行政財産の使用料の徴収に関する条例施行規則別表において定める駐車場使

用料（以下「駐車場使用料」という。）について、利用状況に応じた設定となるよう本

庁舎の駐車場使用料を改定するとともに、新たに利用可能となる総合防災センターの駐

車場使用料を新設します。 

 

使用料等及び駐車場使用料に係る見直しの全体について 

 使用料 手数料 自己負担金 駐車場使用料 合計 

総数 43 件  194 件  54 件  ４ 件  295 件  

 新設 ０ 件  ０ 件  ０ 件  １ 件  １ 件  

改定 13 件  ２ 件  12 件  １ 件  28 件  

据置 30 件  192 件  42 件  ２ 件  266 件  

 吹田市使用料・手数料及び自己負担金設定に関する基本方針（以下「基本方針」

という。）に基づき、使用料・手数料及び自己負担金（以下「使用料等」という。）

の一部について、改定しようとするものです。 

 併せて、行政財産の使用料の徴収に関する条例施行規則別表に定める駐車場の使

用料について、一部改定するほか、今年度開設した施設に係る駐車場の使用料を新

設しようとするものです。 

資 料 １ 
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２ 改定内容 詳細は資料２ 

（１）使用料改定案について  

  値上げ改定するもの 13件 

No 所属 施設名称 主な利用区分 現行金額 改定金額案

1
都市魅力部
文化スポーツ推進室

文化会館
（大、中、小ホール）

大ホール　１日
（土日利用）

182,000円 220,000円

2
都市魅力部
文化スポーツ推進室

南山田市民ギャラリー １日あたり 4,000円 5,400円

3
都市魅力部
文化スポーツ推進室

スポーツグラウンド
（野球場）

２時間あたり 1,500円 2,200円

4
都市魅力部
文化スポーツ推進室

スポーツグラウンド
（テニスコート）

２時間あたり 600円 840円

5
都市魅力部
文化スポーツ推進室

市民プール
（トレーニングルーム個人使用）

１時間あたり 100円 150円

6
都市魅力部
文化スポーツ推進室

市民体育館（個人使用） １時間あたり 100円 150円

7
都市魅力部
文化スポーツ推進室

市民体育館（専用使用）
午後利用

(13時～17時)
8,900円 13,200円

8
都市魅力部
文化スポーツ推進室

総合運動場（個人使用） １時間あたり 100円 150円

9
都市魅力部
文化スポーツ推進室

総合運動場
（専用使用：トラック）

午後利用
(13時～15時)

3,000円 4,400円

10
都市魅力部
文化スポーツ推進室

総合運動場
（専用使用：フィールド）

午後利用
(13時～15時)

8,000円 10,000円

11
都市魅力部
文化スポーツ推進室

武道館（個人使用） １時間あたり 80円 120円

12
都市魅力部
文化スポーツ推進室

武道館（専用使用）
午後利用

(13時～17時)
8,100円 10,000円

13
地域教育部
放課後子ども育成室

留守家庭児童育成室 １か月あたり
通常 4,000円
延長 1,500円

通常 6,000円
延長 2,000円  

   想定される影響額の合計は、164,931 千円の増。 

 

 

（２）手数料改定案について 

  値上げ改定するもの ２件 

No 所属 手数料名称 主な利用区分 現行金額 改定金額案

1 税務部市民税課 課税所得証明書等手数料（窓口交付） １件あたり 250円 300円

2 税務部市民税課 評価証明書等手数料 １件あたり 200円 300円
 

   想定される影響額の合計は、3,453 千円の増。 
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（３）その他の改定案について 

 ア 自己負担金の改定案について 

  （ア） 値上げ改定するもの ８件 

No 所属 自己負担金名称 主な利用区分 現行金額 改定金額案

1 児童部保育幼稚園室 市立保育所給食費 １か月あたり
主食費：800円/月

副食費：4,500円/月
主食費：800円/月

副食費：4,800円/月

2 児童部保育幼稚園室
市立幼保連携型認定こども園
給食費（１号）

１か月あたり
主食費：500円/月

副食費：2,900円/月
主食費：500円/月

副食費：3,000円/月

3 児童部保育幼稚園室
市立幼保連携型認定こども園
給食費（２号）

１か月あたり
主食費：800円/月

副食費：4,500円/月
主食費：800円/月

副食費：4,800円/月

4 児童部保育幼稚園室
市立幼稚園型認定こども園給
食費（１号）

１か月あたり
主食費：500円/月

副食費：2,900円/月
主食費：500円/月

副食費：3,000円/月

5 児童部保育幼稚園室
市立幼稚園型認定こども園給
食費（２号）

１か月あたり
主食費：800円/月

副食費：4,500円/月
主食費：800円/月

副食費：4,800円/月

6 児童部保育幼稚園室 市立幼稚園給食費 １か月あたり
主食費：100円/月
副食費：600円/月

主食費：100円/月
副食費：640円/月

7 児童部保育幼稚園室 職員給食費負担金 １か月あたり 副食費：4,700円/月 副食費：4,800円/月

8
地域教育部
放課後子ども育成室

留守家庭児童育成室利用料 １か月あたり
通常 4,000円/月
延長 1,500円/月

通常 6,000円/月
延長 2,000円/月 

 

（イ） 値下げ改定するもの ４件 

No 所属 自己負担金名称 主な利用区分 現行金額 改定金額案

1 児童部保育幼稚園室 市立保育所保育料 １か月あたり
0～87,200円

※所得階層で16区分

　　　　　　0～78,000円
※16区分のうち、４区分を
値下げ改定、12区分を据置

2 児童部保育幼稚園室 市立小規模保育施設保育料 １か月あたり
0～87,200円

※所得階層で16区分

　　　　　　0～78,000円
※16区分のうち、４区分を
値下げ改定、12区分を据置

3 児童部保育幼稚園室 私立保育所保育料 １か月あたり
0～87,200円

※所得階層で16区分

　　　　　　0～78,000円
※16区分のうち、４区分を
値下げ改定、12区分を据置

4 児童部保育幼稚園室
市立幼保連携型認定こども園
使用料（２・３号）

１か月あたり
0～87,200円

※所得階層で16区分

　　　　　　0～78,000円
※16区分のうち、４区分を
値下げ改定、12区分を据置  

   想定される影響額の合計は、19,078 千円の減。 
 

 イ 駐車場使用料の改定等案について  

  値上げ改定するもの １件、新設するもの １件 

No 所属 施設名 主な利用区分 現行金額 改定金額案

1
総務部
総務室

本庁舎駐車場 30分あたり 150円
(最初の1時間無料)

250円
(最初の1時間無料)

2
消防本部
総務予防室

総合防災センター駐車場 30分あたり － 400円
(最初の30分無料)  

１は混雑緩和を目的とした値上げ改定、２は新設のため、影響額は想定せず。 
 

３ 今後のスケジュール 

  令和６年（2024 年） 11月  定例会にて提案 

  令和７年（2025 年） ２月  市報すいた及びＨＰ掲載 

４月１日 施行予定（一部調整中） 


